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特集＞＞＞　建設施工における標準化

トンネルの性能規定化の動向とマネジメント

木　村　定　雄

力学性能を主な対象とした性能設計の考え方が，ISOをはじめとして国際標準化される動きがある。ト
ンネルは地盤工学分野，構造工学分野，コンクリート工学分野などの個別専門分野の技術を総合化して設
計される構造物であるため標準化が遅れている。また，用途（目的）に応じたトンネル構造物の性能規定
を明確にして，それに基づく計画，設計，施工，維持管理の考え方，さらにはトンネルの目的に応じた運
用管理といったマネジメントシステムを整備することが求められている。本文はトンネル構造物の性能規
定の考え方とそれに基づくマネジメントの考え方について紹介している。
キーワード： トンネル，性能規定，ライフサイクルデザイン，性能照査型設計法，アセットマネジメント，

メンテナンス

1．はじめに

従来，わが国では，道路，河川，港湾，または建築
等の個別施設の技術基準（設計基準）はそれぞれの
施設がもつ歴史（経験），文化，ならびに目的を担っ
て個々に策定されてきた。このため，技術基準を見
比べると大きな違いが見られる場合もある。一方，海
外でも同様の個別設計がなされてきていたが，近年で
は，構造物の設計の基本と体系を示した ISO23941）や
Eurocode0 が包括設計コードとして発行されており，
わが国でもこれを見習い，「土木・建築にかかる設計
の基本（国土交通省）」2）が 2002 年に策定された。こ
れらを受け，まずは，技術基準を策定する際に，コー
ドライターが依るべき策定の原則や用語を統一する必
要性から，国土交通省国土技術政策総合研究所から土
木学会が委託研究（包括設計コード策定基礎調査委員
会）を受け，2003 年 3 月に「包括設計コード（code 
PLATFORM ver.1.0）」3）がまとめられた。包括設計
コードは，主に構造設計を対象として「性能設計」と
いう新しい設計概念を示しており，コンクリート分野，
地震工学分野，地盤工学分野等で設計コードの改訂が
この設計概念のもとに進みつつある。地盤工学会では
基礎構造物の設計コードとして，すでに包括基礎構造
物設計コード 4）を発行している。このように構造物
設計の標準化にあたって，わが国では「性能規定」に
基づいた設計法の体系が整備されつつある。
一方，地下構造物に代表されるトンネルは地盤工学

分野，構造工学分野，コンクリート工学分野などの個
別専門分野の技術を総合化して設計される構造物であ
るため，標準化が遅れている実状にある。このため，
国際標準化の動向を認識するとともに，わが国の地下
構造物設計の経験と良き伝統技術を反映したトンネル
構造物の包括設計コード，または固有設計コードを策
定することが望まれる。
他方，21 世紀をむかえた現在では，これまでに造
られてきた構造物がほぼ同時期に集中して老朽化して
きている。図─ 1はわが国で建設されたトンネルの
うち，道路を目的としたトンネルの延長と建設時期を
例として示したものである。このため，今後の社会資
本整備では，構造物を新設する技術とともに，既設の
構造物を上手に管理して長く供用する技術の重要性が
指摘されている。すなわち，社会資本となる構造物を
構築する行為「ものづくり」から，構造物をその利用

図─ 1　わが国の道路トンネルの延長の推移 5）
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形態に応じて上手に使う行為「ものづかい」への転換
が求められている。地下構造物も例外ではなく，今後
の地下利用を考えるうえで，構造物の設計概念を転換
する必要がある。したがって，「ものづくり」を前提
とした従来の構造安全性を重視する設計技術から，「も
のを上手に使う」ために構造物の機能をも精査し，そ
れを供用過程の維持管理段階においても適用できる設
計法（Life Cycle Design Methods6））を整備する必要
がある。とくに，トンネル等の地下構造物は地上構造
物とは異なり，一度構築したらそれを単純に放棄する
ことができない構造物である。換言すると，不具合な
どにより使用しない地下空間をそのままに放置すると
将来にわたり地盤沈下や近接構造物基礎の変状等，周
辺地盤に変状を来すおそれがある。このようなことか
ら，トンネル構造物の「ものづかい」を強く意識し，
トンネル構造物の使用性を性能として位置づけ，計画，
設計，施工，維持管理のすべての段階でそれを評価す
る手法を吟味することが求められる。
このような既設構造物の維持管理にかかわる国際規
準として ISO138227）が発行されている。この規格で
は構造信頼性とリスクの概念を基にした既設構造物
（建物，橋梁，他）の評価の基本的な考え方が，①予
期される用途の変更や修復，設計供用寿命の延長，②
管理者や保険会社などから要求される信頼性のチェッ
ク，③経過時間に依存する荷重・作用による劣化，④
アクシデンタル・アクションによる損傷等に分けて示
されている。しかしながら，構造物が有する本来の目
的を反映した機能や使用性能の評価が言及されるには
至っていない。
本文は上述したトンネル構造物の性能規定に向けた
国際標準化動向をふまえ，トンネル構造物の具体的な
性能規定を検討するとともに，これに基づいた既設ト
ンネルの維持管理段階におけるマネジメントの考え方
を論じている。なお，これらの検討の主体は土木学会
トンネル工学委員会「トンネル構造物の設計法の将来
像と国際標準への対応に関する検討部会」で進められ
ているものである。

2． トンネル構造物の包括設計コード・固有
設計コードの考え方 8）

前述したトンネル構造物の特殊性と過去の設計体系 9）

の経緯を考慮し，トンネル構造物の包括設計コード・
固有設計コードの体系化を図るためには，図─ 2に
示す各 Phase を精査することがまず必要となる。以
下には各 Phase の基本的な考え方を述べる。

（1）目的と機能の精査
構造物の目的とは，それを必要とする理由を一般的
な言葉で表したものである。トンネル構造物を対象と
すると，その用途に応じて個々に目的が異なる。また，
目的の具体的な役割を説明したものが機能であり，要
求性能を導きだす根拠となる。トンネル構造物を必要
とする事業の目的を定めた法令およびその目的を達成
するためのトンネル構造物の目的と機能を整理して表
─ 1に示す。

（2）基本要求性能の精査
要求性能はトンネル構造物の機能を果たすために定
めるものである。ここで，安全性，使用性，環境性，
経済性にかかわる要求性能は，すべての構造物に共通
する基本要求性能となる。以下には，トンネル構造物
に固有の要件を考慮した基本要求性能を示す。また，
個々の用途に応じた要求性能は基本要求性能を基に細
分化し，階層化して，それに応じた性能規定を定める
ことになる。ここでは，利用者，管理者，周辺の人を
それぞれ第一者，第二者，第三者とし（表─ 2），そ

表─ 1　トンネル構造物の目的と機能

用途 トンネル構造物の目的と機能（参考とした法律）

道路
車両を所定の速度で安全・円滑・快適に走行させること
ができ，所定の供用期間中にそれを維持・管理できる。（道
路法・第一条）

鉄道

列車を所定の速度で安全・円滑・快適に運行させること
ができ，所定の供用期間中にそれを維持・管理できる。（鉄
道事業法・第一条），（鉄道に関する技術上の基準を定め
る省令・第二十四条）

電力 所定のケーブル条数を収納し送電ができ，所定の供用期間中にそれを維持・管理できる。（電気事業法・第一条）

通信
所定の電気通信用ケーブルを敷設・撤去でき，所定の供
用期間中にそれを維持・管理できる。（電気通信事業法・
第一条）

ガス 所定のガス導管を設置でき，所定の供用期間中にそれを維持・管理できる。（ガス事業法・第一条）

下水
所定の雨水・汚水を通水，貯留させることができ，所定
の供用期間中にそれを維持・管理できる。（下水道法・
第一条）

図─ 2　性能規定・性能照査アプローチの階層構造
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れら対象と基本要求性能との関連を表─ 3に示すよ
うに位置づけている 10）。
①利用者の安全性能
②利用者の使用性能
③構造安定性能
④耐久性能
⑤管理者の使用性能
⑥維持管理性能
⑦周辺への影響度
なお，個々の目的に応じたトンネルの具体的な要求
性能の考え方は次章で詳説する。

（3）設計照査の手続き
トンネル構造物の性能規定に基づく設計照査の手続
きを検討するうえでは，前述のトンネル構造物の特殊
性や過去の設計法における良き経験的技術を反映する
とともに，以下に示す事項を十分に検討する必要がある。
① 新規のトンネル構造物の性能照査方法を検討するこ
とはもとより，あわせて，使用に供されている既存
のトンネル構造物の性能も新規構造物と同等に照査
できる方法を検討する必要がある。すなわち，構造
物のライフサイクルを念頭にデザインし，それを基
に構造物をマネジメントするための手法を整備する
必要がある。
② 従来の個別設計コードでは，構造物の力学的能力を
照査することが設計とされてきた。一方，トンネル

構造物の用途に応じた使用性は異なる。したがって，
力学的観点のみならず，規定化された使用性にかか
わる性能についてもその照査方法を整備する必要が
ある。
a）照査アプローチA：従来から行われてきた設計
方法とは異なり，構造物の性能照査に用いる方法に制
限はなく，広く設計・施工・補修・補強への新技術の
導入や新規企業の参入を可能とする照査アプローチで
ある。このため，設計者は当該構造物の性能規定を一
定のある適当な信頼性で満足することを証明しなけれ
ばならない。この照査アプローチを採用する場合は，
その照査手法や照査結果を適切に審査する機関を設置
するなどして，定められた性能規定を満足しているか
否かを「適切な手順（事業者，設計者のいずれとも利
害関係を有さない当該構造物の設計に関する分野の専
門技術に精通した者からなる委員会など）」で評価・
判定することが必要となる。現状，「事業者（管理者），
設計者の両者から独立し，中立な立場にある第三者機
関」としての審査機関に関する議論，および事業者（管
理者），設計者ならびに審査官の責任範囲に関する議
論などが十分ではなく，照査アプローチAを採用す
るにあたっては，これら議論に待つところが多い。
b）照査アプローチB：包括設計コードに基づいて，

「適切な手順」に従って作成されたトンネル構造物の
包括設計コード，または固有設計基本コードに基づく
性能照査アプローチである。したがって，照査アプロー
チ Bを採用するための各種設計コードを整備する必
要がある。トンネル構造物を対象とする場合，地山作
用など不確実性が高い等の特徴がある。したがって，
適合みなし規定および具体的な照査方法として「部分
係数による設計法」によることが適切と考えられる。
また，部分係数による設計法は構造物，または構造部
材の力学的な性能のみの設計照査方法であることか
ら，トンネル用途に応じた使用性能に関する照査方法
は別途検討する必要がある。

3．目的に応じたトンネル構造物の要求性能 11）

（1）要求性能の考え方
道路，鉄道，上下水道，電力，通信など様々な用途
に供されるトンネルの要求性能は，その目的に応じて
基本要求性能の枠で個々に具体化される。一方，トン
ネル構造物の場合，その施工法によって構造設計の考
え方が大きく異なる 12）ことから，これを十分に考慮
して要求性能を具体化する必要がある。すなわち，比
較的地山が良く自立性の高い地盤の場合に採用される

表─ 2　第一者，第二者，第三者の考え方

第一者

移動などの目的を達成するためにトンネル（構造物）
を利用する人または物。道路トンネルでは車の運転 
者・同乗者・輸送される荷物，鉄道トンネルでは乗客・
貨物，電力・ガス・下水道・地下河川トンネルでは電
気・ガス・水そのものまたはケーブル・管路などがこ
れにあたる。

第二者 トンネルを供用・管理する事業主体，関係機関やそれ
に従事する人や組織。

第三者 トンネルの施工または供用により影響を受ける周辺の
人・建物・交差構造物など。

表─ 3　基本要求性能とその対象の位置づけ

性能
安全性に関する性能 使用性に関する性能

対象

第一者
利用者

（運転者，乗
客，ガス管等）

① 利用者の安全
性能

③構造安定性能

② 利用者の使用
性能④

耐
久
性
能

第二者
管理者

（事業主体，保
守管理者等）

⑥維持管理性能
⑤ 管理者の使用
性能

⑥維持管理性能
第三者 周辺の人等 ⑦周辺への影響度 ⑦ 周辺への影響度



50 建設の施工企画　’08. 12

山岳トンネル工法では，トンネルとなる空間を形成す
る構造主体は自然地山そのものであり，この能力を最
大限に利用して人工的に支保する考え方で構造設計が
なされる。これに対し，都市トンネル工法に代表され
るシールド工法では，地山の自立性がほとんど期待で
きない場合に採用され，この場合の構造主体は人工的

な構築物となる。このことが，トンネル構造物の構造
設計を難しいものにしている大きな一因である。この
ため，トンネル工法によって異なる主たる要因を整理
する必要がある。表─ 4はトンネル工法の違いによっ
て異なる要因を整理した例（道路トンネルの場合）で
ある。したがって，要求性能の精査にあたっては施工
法の違いも考慮する必要がある。

（2）要求性能の具体例
基本要求性能をもとに要求性能の具体を考える。表
─ 5および表─ 6は，それぞれ山岳トンネル工法に
よる道路トンネルおよびシールド工法による鉄道トン
ネルの要求性能を整理した例である。要求性能の大項
目は基本要求性能とその説明である。中項目は大項目
を評価するための事象を，さらに小項目は中項目をよ
り詳細に評価するための事象を示している。したがっ
て，要求性能の小項目の事象をすべて満足すれば大項
目で示した性能を満たすこととなる。一方，小項目に
示される事象をみると，事象そのものを直接的に評価

表─ 5　細分化された要求性能の例（山岳工法・道路）

表─ 4　トンネル工法の違いによる要因の差異の例（道路）

山岳工法 シールド工法
建設
場所

主に山岳部，郊外等（トン
ネル内の凍結を考慮する）

主に都市部（トンネル内の
凍結は考慮しない）

坑口 基本的に坑門が存在する 基本的に坑門がない

施工時
荷重

一般的に施工時荷重は考
慮不要

施工時荷重により変状を生
じることがある。施工時に
切羽安定のために対策を要
する。

覆工
構造

覆工コンクリートは一般に
構造部材でない（基本的に
無筋コンクリート構造）

覆工（セグメント）が構造
部材である（鉄筋コンク
リート，鋼構造，合成構造）。

路盤
インバートがない場合は
路盤が変状することがあ
る。この場合，走行安定
性に影響する。

セグメントを組み合わせた
閉合構造であるため，変状
することはない。
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できるものとそうでないものとがある。また，定量的
評価が可能な事象と曖昧で定性的評価をせざるを得な
い事象とが存在することがわかる。このため，個々の
性能を具体的に照査するにあたっては，トンネル構造
物の計画設計段階，施工段階，維持管理段階（供用段階）
の各々の段階で具体的な事象を評価するための照査指
標を設けて照査することになる。以降，本文ではとく
に維持管理段階に着目して，性能照査の考え方および
性能規定に基づくマネジメントの考え方を概説する。

4．性能規定に基づくマネジメント 13）

（1）性能規定に基づくマネジメントの考え方
性能規定に基づくマネジメントとは，トンネルのラ
イフサイクルを念頭において，計画，調査・設計，施
工，維持管理のすべての段階において，要求性能を基
準にそれを評価する指標を定めて性能照査を行い，こ
れに基づいて戦略的なマネジメントを実施するという
ものである。図─ 3は性能規定に基づくマネジメン
ト手法の流れを示したものである。

図─ 3　性能規定に基づくマネジメントの流れ

表─ 6　細分化された要求性能の例（シールド工法・鉄道）
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性能規定に基づくマネジメントにおいては，トンネ
ルの用途（目的）に応じて，計画設計段階，施工段階，
維持管理段階（供用段階）の各々の段階で同一の要求
性能に対して性能照査することが基本となる。ここで
は，とくに既設のトンネル構造物の維持管理段階に着
目してその考え方を論じる。
従来から既設トンネル構造物の維持管理では個々
に基準を設けて点検・評価・対策がとられている 14）。
しかしながら，これらの維持管理は基本的に個々の不
具合事象に対策を講じる行為であり，性能規定を明確
にして性能を照査したうえで対策を講じるという行為
とはなっていない。また，将来的な対策は限られた予
算制約の中で適宜検討されているのが実状である。
一方，性能規定に基づくマネジメントでは現在状態
の性能照査に基づいて将来状態を予測し，管理者の戦
略に基づいて LCCの最適化手法を適用して対策時期
や対策工選定を意志決定するところに大きな違いがあ
る。ただし，性能照査にあたっての照査項目は従来か
らの点検項目と大きく異なるわけではなく，個々の点
検項目が要求性能を照査するための性能照査指標，ま
たは性能照査代替指標となる。
図─ 4に基本要求性能に対する性能照査手法の基
本的な考え方を示す。図中には基本要求性能に対応
して定量的評価が可能な性能照査指標の例を示してあ
る。また，性能照査指標の中には“部材耐力”や“ひ

び割れ”など，トンネルの点検や計測によって得られ
たデータから解析や統計的手法を援用して指標を評価
する項目もある。一方，前述のように，性能照査指標
の中には定量的評価が可能なものとそうでないものと
がある。したがって，総合的な性能照査は 5段階程度
の照査基準を設けたレイティング手法によることが現
実的である。これにより，対象となるトンネル構造物
の用途，トンネル工法，事業者の戦略およびサービス
アビリティー等の条件によって，各要求性能の優先度
を重み付けすることが可能となる。また，定量的評価
が困難な性能照査指標は，後述する階層分析法などを
適用してそれを定量的に取り扱うことになる。このよ
うな性能照査をトンネル延長のスパンごとに，あるい
はトンネルごとに実施することによってトータル性能
インデックスが求められる。これにより，トンネル構
造物の性能を一元的に管理することが可能となる。

（2）将来状態の予測
性能規定に基づくマネジメントでは，供用目標期間
あるいはそれを越えた実質使用期間において，必要最
小限のコストによってトンネルの性能を確保すること
が求められる。その概念を示したのが図─ 5である。
性能水準の低下に応じて要求性能を確保するよう予防
保全や予防管理 15）の施策を図る必要がある。しかし
ながら，トンネル構造物は既述のように不確実性の高
い地盤中に構築される構造物であることなどから，そ
の性能の評価には相当の不確実性を内包することが多
い。このため，平均的な保有性能が要求性能を満足し
ていても，図─ 6に示す損傷確率を考慮すると要求性
能を満足しないことが生じるおそれもあり，このよう
な場合には緊急対策を講じる必要がある。したがって，
トンネル構造物においては，保有性能を確認するため
の点検を頻繁に行い，局所的にも重要な要求性能を満
たさなくなる寸前に補修などを施す予防管理 15）を適
用することが適切であると考えられる。また，点検頻
度は保有性能の現在状態から将来状態を推定する精度
に大きく影響する。図─ 7はその概念を示したもの

図─ 4　要求性能に対する性能照査手法の考え方 図─ 5　維持管理の最適化戦略の概念
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である。一般には点検頻度は 5年に一度（多い場合に
は 2年に一度）程度であり，点検頻度が極端に少ない
場合には不確実性が増大することになる。推定精度の
低下は予防管理施策に直接的に反映されるため，点検
頻度は対象となるトンネルのサービスアビリティーに
応じて適切に設定する必要がある。

（3）トンネルのサービスアビリティー
トンネル構造物のサービスアビリティーは，対象と
なるトンネルの用途，社会的機能，管理者の事業規模
や財源などによって異なる。このため，個々のトン
ネルの社会的役割や重要性に応じてサービスアビリ
ティーが異なることが想定される。したがって，個々
のトンネルのサービスアビリティーを設定し，それに
応じたマネジメント手法を検討する必要がある。表─
7はサービスアビリティーを反映したサービスレベル
とその基本的なマネジメントの考え方を示したもので
ある。
サービスレベルは高位から低位に分類している。高
位に位置づけられるトンネルは，社会的重要性がとく
に高く，このため，維持管理における点検や連続モニ
タリングを詳細に行い，可能な限り定量化された指標

で性能照査するものである。一方，低位に位置づけさ
れるトンネルは，社会的必要性はあるものの，使用頻
度が低かったり，管理者の予算制約がとくに厳しいな
どの条件があるものである。このようなサービスアビ
リティーの違いは，それを管理するうえでのマネジメ
ント手法にも反映されるべきである。

5．おわりに

本文はトンネル構造物の性能規定の考え方とそれに
基づく既設トンネルの維持管理段階のマネジメント手
法についてその概要を述べた。トンネルの用途に応じ
た性能規定に関する議論は未だ成熟しておらず，国際
トンネル技術協会をはじめ，今後国際的にも議論が派
生するものと考えられる。わが国においては，現在の
ところ，各事業者や管理者等で個別にトンネル構造物
のマネジメント手法が検討されている。しかしながら，
これらの検討事項は広く説明がなされていないのが実
情であり，今後は管理者ならびにトンネルに携わる技
術者が一体となって，性能規定の確立とそれに基づく
マネジメント手法の展開を図るための議論が深まるこ
とが望まれる。
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